
被災された皆さまへ 

                                         大  分  県 
令和６年１月 

 

県税減免等のお知らせ 
 

令和６年能登半島地震によって被害を受けられた方で、以下の事由に該当されれ

ば、県税について軽減または免除されることがあります。 

 （減免の申請期限は、災害がやんだ日から１月以内となります。） 

 また、期限までに申告書など書類の提出または納税を行うことが困難な場合、 

申請により提出期限の延長または納期限が延長されることがあります。 

 （期限延長の申請期限は、災害がやんだ日から７日以内となります。） 

 

●災害被害者の方に対する県税の減免措置について 
 

○自動車税種別割 
※損害を受けた日又は運行を休止した初日の属する年度分が対象となります。 

【軽減の内容】 
(1)自動車の価格の３／１０以上の損害を受けた場合 

（保険金等により補填されるべき金額を除く） 
  ①損害額が３／１０以上５／１０未満のとき・・・・税額の３／１０を軽減 
  ②損害額が５／１０以上のとき・・・・・・・・・・税額の５／１０を軽減 
  

(2)災害による交通途絶により、3ヶ月以上運行を休止した場合 
  ①運行休止期間が３ヶ月以上6ヶ月未満のとき・・・税額の３／１０を軽減 
  ②運行休止期間が6ヶ月以上のとき・・・・・・・・税額の５／１０を軽減 
 
【申請に必要な書類等】 
 (1)被災した自動車を修繕して運行する場合 
  ①県税災害減免申請書及び付表４      
  ②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書             
  ③自動車整備業者等の修繕費領収証（または写し）または修繕費見積書 
  ④保険金等の補てんがあった場合はその補てん金額を証する書類 
  ⑤自動車検査証 
 

(2)被災した自動車が運行不能の場合 
  ①県税災害減免申請書及び付表４   
  ②自動車現況届出書 
  ③官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 
  ④保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類 
  ⑤自動車登録番号標受領証明書 
  ⑥自動車検査証 
  ※自動車の抹消登録ができる場合は、併せて行ってください。 

 
  ※り災証明書又は被災証明書は、自動車が災害を受けたことが確認できる 

ものを提出してください。 
  ※運行不能な自動車については抹消登録を行えば、抹消登録の翌月以降の 

自動車税種別割（軽減後の自動車税種別割額）を減額します。 



○個人事業税 
 ※災害を受けた日の属する年度（災害を受けた日が１月１日～３月31日までの間

に属するときは翌年度）において、その災害の日以後に納期限の到来するもの 
 
【減免の内容】 

 
【申請に必要な書類等】 
 ①県税災害減免申請書（別記様式） 
 ②個人の事業税に係る損害状況等（付表１） 
 ③その他の県税に係る損害状況等兼損害資産等の明細（付表２） 
 ④官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 
 ⑤保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類 
 ⑥損害金額やその内訳等が確認できる書類 

※上記以外にも、状況等に応じ、他の書類を提出していただくことがあります。 
 
 

○不動産取得税 
【減免の対象となる不動産】 
 (1)不動産の取得日からその不動産取得税の納期限までの間に、災害により著しく 

不動産の価格を減じた場合 
 
 (2)災害により滅失した不動産の代替不動産を、滅失日から3年以内に取得した場合 

（要件）災害により不動産を滅失した者が、当該滅失不動産に代わるものと 
認められる不動産を取得したとき 

 
【減免の内容】 
 (1)の場合 

災害により被害を受けた不動産に係る不動産取得税の税額から、被害の程度に応
じた額を減免します。 

 
 (2)の場合 

代替不動産に係る不動産取得税の税額から、滅失した不動産の被害の程度に応じ
た額を減免します。（(1)の減免を受けた場合はその額を除きます。） 

 
 ※減免される額は、被害を受けた不動産に係る固定資産台帳登録価格から、保険金

等により補てんされる金額を除き算定します。 
 
【申請に必要な書類等】 

①県税災害減免申請書及び付表3 
②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 
③市町村が発行する固定資産評価証明書（被害を受けた年の1月1日現在のもの） 
④保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類 
 



○その他の県税 
  「その他の県税」には、個人の県民税、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び特別徴収

の方法による軽油引取税・産業廃棄物税は含まれません。 
 
【減免の要件】 
 以下のすべての要件を満たす場合 

①資産等を滅失・損壊し、納税資力がなくなると認められる 
②税の納期限が、災害の日以後に到来 

 
【減免の内容】 

その年度における税額の全部 
 
【申請に必要な書類等】 

①県税災害減免申請書及び付表2 
②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 
③軽減又は免除を受けようとする理由を証するに足る書面 

 
 

●災害による県税の申告・納税等の期限延長について 
災害を受けたことにより、期限までに申告書など書類の提出または納税を行うこ 

とが困難と認められる場合、申請により提出期限の延長または納期限が延長される 
場合があります。 

 
【申請書の提出期限】 災害がやんだ日から７日以内 
 
【期限の延長期間】 災害がやんだ日から２月以内 
 
【申請に必要な書類等】 

①期限延長申請書 
②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

 
※当該地域（富山県、石川県）にお住まいの方は、自動的に期限が延長されます。 

 
 

●災害により納付困難となった場合の徴収猶予について 
納税者が、その財産につき災害を受けたことにより、納付すべき県税を一時に納

付することができないと認められる場合、申請により徴収猶予を受けることができ
ます。 

なお、納税の期限延長適用後、徴収猶予を受けることもできます。 
 
【猶予期間】 

１年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納できる期間 
 

【申請に必要な書類等】 
①徴収猶予申請書 
②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 
③財産目録及び収支の明細書 

ただし、猶予を受けようとする金額が１００万円以下の場合は、上記の書類に
代え、財産収支状況書を提出してください。 

④猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供 
ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。 

ア 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合 
イ 猶予を受ける期間が３ケ月以内である場合 
ウ 担保として提供できる財産が無いなど特別な事情がある場合 



 

 ※詳しくは、下記の県税事務所または自動車税管理室に 

   お問い合わせください。 
 
【お問い合わせ先】 
 別 府 県 税 事 務 所   別府市大字鶴見字下田井１４－１  ℡０９７７－６７－８２１１ 
 大 分 県 税 事 務 所   大分市府内町３－１０－１     ℡０９７－５０６－５７７１ 

 自 動 車 税 管 理 室   大分市大津町３－４－１３     ℡０９７－５５２－１１２１ 
 佐 伯 納 税 事 務 所   佐伯市長島町１－２－１      ℡０９７２－２２－３０２１ 

 豊後大野納税事務所   豊後大野市三重町市場１１２３   ℡０９７４－２２－７５０１ 

 日 田 県 税 事 務 所   日田市城町１－１－１０      ℡０９７３－２２－４１７５ 
 中 津 県 税 事 務 所   中津市中央町１－５－１６     ℡０９７９－２２－２９２０ 

 

 

 

※上記の申請は、電子でも申請することが可能です。 
 詳しくは、下記のページをご覧ください。 

 

大分県ホームページ → くらしと県税 → 手続き・申請 → 災害減免申請 

「災害により被害を受けられた場合の県税の減免、申告・納付期限等の延長について」 


